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江
戸
の
古
本
市

そ
の
仕
法

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

こ
れ
ま
で
古
書
業
界
で
は
古
本
の
市
場
は
せ
い
ぜ
い
百
年
く
ら
い
の
歴
史
だ
と
考

い

ち

ば

え
て
き
た
。
そ
れ
以
前
は
少
数
に
よ
る
私
的
な
市
が
あ
っ
た
程
度
と
思
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
は
二
百
五
十
年
以
上
前
か
ら
「
公
的
」
な
市
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
は
、
古
書
店
の
若
手
向
き
に
行
っ
た
講
演
を
再
録
す
る
形
で
、
こ
の
江
戸
時
代

の
古
書
市
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
を
し
た
い
。

江
戸
時
代
の
市
場
が
確
か
め
ら
れ
る
最
も
早
い
記
録
は
、
京
都
や
大
坂
で
享
保
年
間
で

あ
る
。
そ
こ
で
板
木
の
市
が
あ
り
、
古
本
の
市
も
開
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
の
頃
の
詳
細
な
実
態
は
わ
か
ら
な
い
が
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
な
る
と
市

を
開
く
権
利
を
「
株
」
に
し
て
一
、
二
軒
の
本
屋
に
付
与
し
た
記
録
が
京
都
に
あ
る
。「
市

屋
之
株
を
立
、
仕
法
を
定
め
候
事
」
と
『
京
都
上
組
済
帳
標
目
』
に
記
事
が
あ
り
、
具
体

的
な
方
法
・
規
約
を
定
め
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
は
本
屋
仲
間
が
公
認
し
た
市
場
の
こ
と
で
、
こ
の
仕
組
み
は
大
坂
に
も
で
き
、
安

永
二
年
（
一
七
七
三
）
の
申
し
合
せ
が
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
・
裁
配
帳
』
に
残
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
当
時
の
古
書
市
場
の
様
子
が
見
え
て
く
る
の
で
紹
介
し
よ

う
（
洋
数
字
と
振
り
仮
名
は
橋
口
）
。

仲
間
申
合
定

①
従
先
年
被
為
仰
出
候
御
法
度
之
趣
、
堅
相
守
可
申
事

②
惣
而
新
板
物
添
状
出
不
申
分
、
并
京
江
戸
新
板
類
当
地
添
状
出
不
申
前
ニ

す

べ

て

堅
売
買
被
致
間
鋪
事

ま

じ

く

③
売
子
之
儀
は
売
親
を
相
定
、
売
親
之
外
堅
取
引
不
相
成
候
旨
先
年
よ
り

申
合
ニ
候
処
、
近
年
心
得
違
者
有
之
候
哉
、
仲
間
へ
も
不
入
、
何
方
之
売

子
と
申
儀
も
不
相
知
、
仲
間
同
前
ニ
世
利
物
等
被
致
候
仁
へ
売
買
被
致
候

衆
中
有
之
候
由
、
自
今
右
体
之
儀
急
度
被
致
間
鋪
候
事

き
つ

と

④
売
子
人
別
帳
此
度
相
改
記
シ
申
候
間
、
増
減
有
之
次
第
早
速
行
司
へ
可
被

申
出
候
事

⑤
仲
間
世
利
分
会
席
之
義
は
大
塚
屋
惣
兵
衛
方
仲
間
之
内
最
寄
之
方
ニ
而

立
会
世
利
分
致
来
候
処
、
近
年
本
屋
仲
間
之
外
ニ
而
世
利
分
と
号
、
立
会

た
ち
あ
い

之
義
有
之
候
由
粗
相
聞
江
候
、
向
後
仲
間
之
外
世
利
分
会
へ
立
合
被
致
間

そ

そ
う

鋪
候
勿
論
、
売
物
一
品
ニ
て
も
被
差
出
候
義
可
為
無
用
事

⑥
手
代
小
者
と
馴
合
其
主
人
江
隠
し
内
証
ニ
而
売
買
か
た
く
被
致
間
鋪
候
事

な
れ
あ
い

⑦
主
人
よ
り
暇
遣
候
手
代
小
者
江
売
買
被
致
候
儀
は
其
主
人
江
相
居
売
買
可

被
致
候
、
主
人
聞
届
不
申
儀
を
内
証
ニ
而
売
買
堅
被
致
間
敷
候
事

右
之
通
仲
間
申
合
堅
相
守
可
申
候
以
上

安
永
二
巳
年
四
月

大
阪
本
屋
仲
間

こ
れ
を
逐
条
見
て
い
く
と
、
①
は
従
来
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
御
法
度
は
堅
く
守

る
こ
と
、
と
い
う
決
ま
り
文
句
。

②
本
屋
仲
間
で
正
式
に
出
版
を
許
可
す
る
証
明
書
で
あ
る
添
え
状
（
添

章

）
が
出

そ
え
し
ょ
う

て
い
な
い
新
本
は
、
市
場
で
は
決
し
て
売
買
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
も
仲
間
の
申
し
合

せ
で
必
ず
用
い
る
常
套
句
。

③
④
か
ら
本
文
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
売
子
」
と
は
正
式
な
本
屋
仲
間
員
を

売
親
と
定
め
て
個
人
で
本
の
売
買
を
仕
事
と
す
る
者
の
こ
と
。
そ
う
い
う
者
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が
た
く
さ
ん
い
て
、
仲
間
の
本
屋
は
そ
の
名
簿
を
提
出
し
、
売
子
人
別
帳
を

つ
く
っ
た
。
そ
こ
に
載
っ
て
い
な
い
者
は
取
引
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
、

申
し
合
せ
に
加
わ
っ
た
。
そ
れ
が
明
確
で
な
い
者
が
近
頃
い
る
の
で
、
き
ち
ん
と

最
新
の
人
別
帳
を
提
出
す
る
こ
と
と
あ
る
。

⑤
市
株
を
与
え
た
大
塚
屋
惣
兵
衛
方
で
の
世
利
分
会
だ
け
が
仲
間
正
規
の
市
場

で
あ
る
。
近
年
非
正
規
の
世
利
分
会
と
称
す
る
市
場
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
今
後
は

そ
の
よ
う
な
立
会
に
は
参
加
し
な
い
こ
と
。

⑥
⑦
は
手
代
な
ど
の
店
の
者
が
主
人
に
内
証
で
売
買
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の

で
、
こ
れ
も
常
套
句
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
横
行
し
い
た
ら
し
い
。

京
都
の
仕
法
に
は
、
こ
れ
に
振
立
に
際
し
て
え
こ
ひ
い
き
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
、

ふ
り
た
て

い
っ
た
ん
市
で
落
札
し
た
価
格
を
値
引
き
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
、
市
屋
は
決

め
ら
れ
た
歩
銀
（
歩
金

五
％
）
以
上
の
値
上
げ
を
し
な
い
こ
と
な
ど
の
条
文
が
加
わ
る
。

ぶ

き
ん

江
戸
で
は
、
東
京
・
浅
倉
屋
書
店
に
残
っ
て
い
た
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
の
江
戸

三
組
行
事
の
規
約
（
現
存
し
な
い
が
、
雑
誌
「
高
潮
」
第
一
号
、
明
治
三
十
九
年
刊
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
）
が
あ
る
。
申
し
合
わ
せ
と
し
て
は
京
都
や
大
阪
よ
り
古
い
が
、
こ
れ
ま
で
実

態
が
把
握
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

①
従
御
公
儀
様
被
仰
出
候
御
法
度
之
書
物
、
堅
売
買
致
間
敷
候
事

②
近
年
間
々
不
算
用
之
衆
有
之
候
、
向
後
算
用
合
急
度
相
極
売
買
可
致
事

き

っ

と

③
仲
間
算
用
唯
今
迄
之
通
六
十
日
限
、
世
利
衆
は
五
節
句
恵
比
須
講
相
極
売
買
可
致

候
事

④
世
利
物
十
日
限
相
極
候
。
若
延
引
致
候
は
ヾ
受
取
申
間
舗
候
事

せ

り

も

の

⑤
世
利
衆
問
屋
之
算
用
合
、
不
埒
被
致
置
外
へ
被
参
候
方
間
々
相
見
へ
申
候
。
向
後

初
而
見
へ
候
世
利
衆
有
之
候
は
ヾ
、
前
の
問
屋
の
算
用
合
相
尋
、
無
滞
衆
中
は
売
買

は
じ
め
て

可
致
候
。
若
無
其
尋
内
々
に
て
売
買
致
候
方
在
之
候
は
ヾ
算
用
合
残
在
之
候
問
屋
よ

り
其
段
相
断
可
申
候
。
仲
間
世
利
衆
と
も
不
算
用
之
衆
在
之
候
は
ヾ
、
当
行
司
へ
家

名
書
出
相
断
可
申
候
。
行
事
方
よ
り
惣
仲
間
は
勿
論
市
宿
迄
張
札
出
、
右
之
仁
え
雖

為
現
金
、
一
切
売
買
致
間
敷
候
。

右
之
趣
三
組
行
事
立
合
之
上
相
定
候
。
急
度
相
守
可
申
候
以
上
。

書
物
問
屋
三
組
行
事

寛
延
二
年
巳
六
月

こ
の
規
約
の
内
容
は
、
①
は
大
坂
と
同
様
の
決
ま
り
文
句
。

②
は
清
算
の
未
払
い
（不
算
用
）す
る
者
が
い
る
の
で
、
取
引
要
項
を
決
め
る
と
あ
る
。

③
以
下
が
そ
の
条
々
。
仲
間
同
士
の
精
算
は
こ
れ
ま
で
通
り
「
六
十
日
限
」
と

き
り

す
る
。
売
子
世
利
子
た
ち
（
江
戸
で
は
世
利
衆
と
い
っ
て
い
る
）
と
の
取
引
は
、
五
節
句

せ
り
の
し
ゆ
う

と
恵
比
寿
講
（
十
一
月
十
一
日
）
を
期
日
と
し
て
清
算
す
る
こ
と
に
す
る
。

④
新
設
し
た
の
は
「
世
利
物
」
と
い
わ
れ
た
市
場
で
買
っ
た
本
の
支
払
い
は
十

日
限
と
短
く
し
た
。
も
し
そ
の
支
払
い
を
延
ば
す
な
ら
、
品
物
を
受
け
取
る
の
は

清
算
が
済
ん
で
か
ら
で
あ
る
。

⑤
初
め
て
来
た
世
利
衆
に
対
し
て
は
、
前
の
問
屋
に
尋
ね
て
不
算
用
が
判
明
し

た
ら
行
事
に
届
け
、
そ
の
者
の
名
を
市
宿
（
市
場
を
主
催
す
る
店
の
会
場
）
に
張
り
出

し
、
現
金
と
い
え
ど
も
取
引
を
禁
ず
る
と
厳
し
い
。

売
子
、
世
利
衆
と
い
う
人
た
ち
が
新
本
の
販
売
か
ら
古
本
の
供
給
に
数
多
く
か

か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
当
時
の
書
籍
流
通
の
毛
細
血
管
の
よ
う
に
は
り
め
ぐ
ら

せ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
史
料
で
も
あ
る
。
と
く
に
古
本
に
か
ん
し
て
は
、
市
場

の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
本
屋
は
出
版

や
新
刊
の
販
売
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
な
く
、
古
書
の
売
買
を
重
視
し
て

い
た
。
今
後
、
こ
の
テ
ー
マ
で
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
こ
う
と
思
う
。
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